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令和８年4⽉

８

 無償になる世帯を拡大しました。



〇子どもの数え方
第１ 子………教育・ 保育施設等［ P.1※2］を利用している子どものなかで、 最も年齢が高い子
第２ 子………教育・ 保育施設等［ P.1※2］を利用している子どものなかで、 年齢の高い方から2番目の子
第３ 子以降…高校３ 年生までの子どものなかで、 年齢の高い方から3番目以降の子

※高校3年生までの子どもとは、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方で、 令和5年度は、 平成17年（ 2005年） 4月2日以降に生まれた方が該当します。
※多子世帯については、 国の基準を上回る新潟市独自の軽減により 、 第2子の保育料の軽減額を大きく し 、 また、 第3子の対象範囲を広く するなど、 負担軽減を行っています。
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令和８年度は、平成20年（2008年）4⽉2⽇以降に⽣まれた⽅が該当します。

（令和8年3⽉31⽇現在）
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（令和8年3⽉31⽇現在）

（令和8年3⽉31⽇現在）
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令和8年4⽉〜令和8年8⽉ 令和7年度
令和8年度

令和8年9⽉〜令和9年3⽉

令和7年度

令和8年1⽉2⽇

令和8年3⽉31⽇

新潟市 こども未来部 幼保運営課 025-223-7376

Ａ階層の「⽣活保護法による被保護世帯等」とは、①「⽣活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）」
②「中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する
法律による⽀援給付の受給世帯」③「児童福祉法第６条の４に規定する⾥親」です。


